
京都府みどりの⾷料システム基本計画の概要

【作成主体】 京都府及び府内全26市町村

○ 京都こだわり農法や有機農業等の環境にやさしい農業等の取組拡⼤や、「京都⾷ビジネスプラットフォーム」
等を通じた有機農産物等の流通・消費拡⼤等により、循環型農業を総合的に進推。

【取組のポイント】
• 「京式部」（⽔稲）等の京都府独⾃の品種の育成・

導⼊・普及や、特別栽培農産物等の栽培により、化
学肥料や化学農薬の使⽤低減を図る。

• 環境負荷低減事業活動で⽣産された農林⽔産物に
ついて、⽣産、加⼯、流通・販売の異業種間連携に
よる「京ものブランドサプライチェーン」の構築、京都の
⾷⽂化や伝統的な栽培技術と最先端技術を融合さ
せた京都ならではのフードテックの活⽤等により、新た
な付加価値を創出し、その流通・消費拡⼤を図る。

【計画の主な⽬標】
・ 環境負荷低減活動実施計画等の認定者数 ︓1,000名（R9）
・ 環境にやさしい農業※1の取組⾯積︓3,000ha（R9）

うち有機農業の取組⾯積 ︓400ha（R9）
※1:化学肥料及び化学合成農薬を慣⾏レベルから3 割以上低減する取組の総称（有機農業、特別栽培⽶等）

※３:⾷に関連する多様な事業者が消費者ニーズを的確に捉えた新たな価値を創造し、
その価値を組み合わせるオープンイノベーションの場

オリジナル品種「京式部」※２

※２︓農研機構と京都府で共同開発

京都⾷ビジネスプラットフォーム※３概略図
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環境負荷低減事業活動の促進に関する⼤阪府基本計画の概要

【作成主体】 ⼤阪府及び府内全4３市町村

【計画の主な⽬標】
・有機農業取組⾯積︓74ha（R8）
・有機農業栽培技術の確⽴︓５品⽬（R8）
・⺠間団体等との連携︓100団体（R8）

【取組のポイント】
・ 有機農業及び農薬・化学肥料の使⽤を低減した
「⼤阪エコ農産物」の⽣産の推進に資する技術や経営
モデルの確⽴・普及を推進

・ 「農」分野での脱炭素社会の構築に向けた⽣産者・
消費者・事業者の⼀体的な取組である「Osaka
AGreen Action」を通じて、有機農産物や「⼤阪エコ
農産物」などの環境に配慮した農産物をはじめとした
⼤阪産(もん)の消費を促進

○ 有機農業や「⼤阪エコ農産物」など環境に配慮した農産物の⽣産を推進するとともに、
「Osaka AGreen Action（おおさかアグリーンアクション）」を通じた⽣産者、消費者、事業者が
⼀体となったエシカル消費の拡⼤を図る。

■Osaka AGreen Action

■⼤阪エコ農産物(ロゴマーク)
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【取組のポイント】
・ ⼟づくり技術、化学肥料・化学合成農薬の低減技術を
導⼊した「環境創造型農業」の取組の推進

・ 「ひょうご⾷品認証制度」の活⽤促進やプロモーション強化
等による流通・消費の促進

・ 施設園芸におけるヒートポンプ等の導⼊や、家畜排せつ物
管理⽅法の⾒直し、⽔⽥における中⼲し期間の延⻑や
秋耕等の取組を推進

兵庫県環境と調和のとれたみどりの⾷料システム推進基本計画の概要

【作成主体】 兵庫県及び県内全41市町

○ 環境負荷低減と⾼品質な農産物の安定⽣産との両⽴を⽬指す「環境創造型農業」の取組拡⼤や、
「ひょうご⾷品認証制度」の推進等により持続可能な農林⽔産業の実現を図るとともに、地域ぐるみで
有機農業等に取り組むモデル地区（特定区域）を設定し、その取組を推進する。

兵庫県認証⾷品ロゴマーク

【特定区域の設定】
＜神⼾市（⼈と⾃然との共⽣ゾーン）＞ 有機・特別栽培などへの転換及びこうべ⾥⼭SDGs農業の裾野拡⼤
＜豊岡市（６地区（全域））＞ コウノトリ育む農法無農薬タイプの拡⼤及び学校給⾷への無農薬⽶の提供
＜養⽗市（おおや⾼原）＞ 有機農業の拡⼤及びブランド化の推進

【計画の主な⽬標】
・環境創造型農業の取組⾯積︓24,600ha（R12）
・有機農業の取組⾯積︓1,850ha（R12）

こうべ⾥⼭SDGｓ農業(イメージ) コウノトリ育む農法(イメージ）

有機農業のブランド化(イメージ）
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奈良県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画の概要

【作成主体】 奈良県及び県内全39市町村
奈良県、奈良市、⼤和⾼⽥市、⼤和郡⼭市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、⽣駒市、⾹芝市、葛城市、
宇陀市、⼭添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川⻄町、三宅町、⽥原本町、曽爾村、御杖村、⾼取町、
明⽇⾹村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、⼤淀町、下市町、⿊滝村、天川村、野迫川村、⼗津川村、
下北⼭村、上北⼭村、川上村、東吉野村

【計画の主な⽬標】
・環境負荷低減事業活動実施計画の認定数︓200件（R9）
・GAPの指導を受けた農業者数︓300名（R7）

【取組のポイント】
・「奈良県持続農業指針」に定める⼟づくり、化学肥料・化学農薬
低減技術を導⼊した⽣産⽅式や有機農業の推進

・県が定める特定農業振興ゾーンのうち、有機農業の⽣産振興に
取り組む地域における集中的・優先的施策の実施

・環境保全型農業・有機農業等に必要な技術開発・普及推進
・産地直送販売・地産地消の推進、販路開拓⽀援

【特定区域の設定】＜活動類型︓有機農業による⽣産活動＞
・天理市⾼原地区（⻑滝町・福住町・⼭⽥町）
・宇陀市⼤宇陀・榛原地区

○ 「奈良県環境保全型農業推進基本⽅針」を継承し、堆肥等の施⽤による⼟づくりと化学肥料・化学
農薬の使⽤低減、有機農業に加え、温室効果ガスの削減の取組を推進するとともに、県が定める特定
農業振興ゾーンを中⼼に、有機農業の⽣産振興に取り組む地域を特定区域として設定し、地域ぐるみ
での有機農産物の⽣産拡⼤を⽀援する。

【宇陀市】全国に先駆けた
オーガニックビレッジ宣⾔

【天理市】放棄茶園を活⽤した
オーガニック茶の⽣産

環境保全型農業
・有機農業の

技術開発・普及推進
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和歌⼭県みどりの⾷料システム基本計画の概要

【作成主体】 和歌⼭県及び県内全30市町村
和歌⼭市、海南市、橋本市、有⽥市、御坊市、⽥辺市、新宮市、
紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度⼭町、⾼野町、
湯浅町、広川町、有⽥川町、美浜町、⽇⾼町、由良町、印南町、
みなべ町、⽇⾼川町、⽩浜町、上富⽥町、すさみ町、那智勝浦町、
太地町、古座川町、北⼭村、串本町

【計画の主な⽬標】
・ 有機農業取組⾯積︓200ha（R12）
・ 有機農業取組農家数︓160⼾（R12）

【取組のポイント】
・ 先進的な実践農業者との連携・協⼒による研修の実施等
により、有機農業をはじめとする環境保全型農業を推進

・ 農林業機械等の省エネ化や、燃油使⽤量を低減する設備等
の導⼊を推進し、温室効果ガスの排出量を削減

・ 各種メディアを活⽤した情報発信や商談会への出展、学校
給⾷での導⼊等を通じて県⺠の理解促進や利⽤拡⼤を図る

○ 研修の充実・強化等による有機農業をはじめとする環境保全型農業の⽣産拡⼤や、農林⽔産業に
おける温室効果ガス排出量の削減の取組の推進を図るとともに、各種メディアを活⽤した情報発信等を
通じた有機農産物等の販路拡⼤や消費拡⼤を促進する。

エコ農業研修会

現地研修会 30



⿃取県みどりの⾷料システム戦略基本計画の概要

【作成主体】 ⿃取県及び県内全19市町村
⿃取県、⿃取市、⽶⼦市、倉吉市、境港市、岩美町、若桜町、
智頭町、⼋頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、⽇吉津村、
⼤⼭町、南部町、伯耆町、⽇南町、⽇野町、江府町

【計画の主な⽬標】
・化学肥料使⽤量の２割低減（R9）
・化学農薬使⽤量の低減
・有機・特栽⾯積の拡⼤︓2,000ha（R7）
・農業⽤廃プラスチック排出量の削減

【取組のポイント】
・ 県やJA等で構成する「⿃取県みどりの⾷料システム推進プロジェクト協議会」
により、各種取組に必要な協⼒体制を構築

・ 家畜排せつ物等の地域資源を活⽤した肥料の利⽤や技術研修会の開催等
により循環型農業の普及を促進

・ ⽔稲におけるプラスチックレス肥料の実⽤化や浅⽔代かきの普及啓発による
湖沼等へのプラスチックの流出を削減

・ 商談会の開催や量販店での有機・特栽コーナーの設置等により消費者理解や
販路開拓・拡⼤を促進 有機農産物の販売促進

○環境に配慮した持続可能な農業⽣産を図るため、「⽣産現場での環境づくり」、「販路の確保」、「消
費者等の理解の促進」を推進⽬標として掲げ、化学肥料・化学農薬の使⽤低減や農業⽤プラスチック
排出量削減、有機・特別栽培農産物の販路拡⼤の推進等を総合的に実施する。

浅⽔代かきの研修会堆肥⼊り肥料の実⽤化
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島根県環境に優しい農林漁業創造計画の概要

○ 有機農産物の販路確保と消費拡⼤、新規就農者の確保等により有機農業の⾯積拡⼤を図る
とともに、化学肥料・化学農薬の使⽤低減や温室効果ガスの排出量の削減の取組等を推進。

取組のイメージ【作成主体】 島根県及び県内全１９市町村
島根県、松江市、浜⽥市、出雲市、益⽥市、⼤⽥市、安来市、
江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、⾢南町、
津和野町、吉賀町、海⼠町、⻄ノ島町、知夫村、隠岐の島町

【計画の主な⽬標】
・有機JASの⾯積シェア1.0%以上を実現
＜有機JAS認証ほ場の耕地⾯積割合（有機JAS認証ほ場⾯積）＞

2019年 0.4%（155ha） ⇒ 2024年 １％（370ha）

【取組のポイント】
・化学肥料及び化学農薬の施⽤及び使⽤の低減や農業における温室効
果ガスの排出量の削減の取組を推進

･更なる販路の拡⼤により⽣産⾯積の拡⼤や新規就農者の着実な確保を
図ることで、有機農業を拡⼤

･燃油使⽤量の削減等を可能とする林業機械、⾼性能漁船の導⼊により
燃料燃焼由来の⼆酸化炭素の発⽣を抑制

有機農業の中核産地を中⼼とする取組拡⼤

⾸都圏での島根県産有機野菜の販売促進
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岡⼭県みどりの⾷料システム基本計画の概要

【作成主体】 岡⼭県及び県内全27市町村
岡⼭県、岡⼭市、倉敷市、津⼭市、⽟野市、笠岡市、井原市、
総社市、 ⾼梁市、 新⾒市、 備前市、 瀬⼾内市、 ⾚磐市、
真庭市、 美作市、 浅⼝市、 和気町、 早島町、⾥庄町、
⽮掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、⻄粟倉村、
久⽶南町、美咲町、吉備中央町

【計画の主な⽬標】
・ 国際⽔準以上の有機農業の取組⾯積︓300ha（R12）

【取組のポイント】
・ 化学肥料・農薬を⼀切使⽤しない「おかやま有機無農薬農産

物」などの国際⽔準以上の有機農業の取組拡⼤や化学肥料・
農薬を低減する取組を広げるとともに、機械の省エネ化や⽔⽥
の⻑期中⼲しなど農畜林⽔産業での温室効果ガスの削減の取
組を推進

・ 環境に配慮して⽣産された農林⽔産物について、販売機会の
多様化、消費者との理解促進などを通じて販路拡⼤を図る

○ 化学肥料・農薬（天敵を除く）を⼀切使⽤しない「おかやま有機無農薬農産物」の取組拡⼤や⽔
⽥の⻑期中⼲しなどの温室効果ガスの削減の取組の推進など、農林漁業に由来する環境負荷を低減す
る取組を県・市町村で連携して推進する。

取組のイメージ

消費者等と⽣産者の
交流会（ほ場⾒学バスツアー）

おかやま有機無農薬
農産物認証マーク

化学肥料・農薬（天敵を除く）を⼀切使わない

環境負荷を低減させる農法

化学肥料・農薬を原則として使わない

化学肥料・農薬を慣⾏栽培より５割以上低減

化学肥料・農薬を慣⾏栽培より低減
温室効果ガスの削減等

お か や ま 有 機
無農薬農産物

一 般 農 産 物（GAP導入等）

環境負荷低減事業活動等

特別栽培農産物

有 機 農 産 物
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広島県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画の概要

【作成主体】 広島県及び県内全23市町
広島県、広島市、呉市、⽵原市、三原市、尾道市、福⼭市、府中市、
三次市、庄原市、⼤⽵市、東広島市、廿⽇市市、安芸⾼⽥市、
江⽥島市、府中町、海⽥町、熊野町、坂町、安芸太⽥町、北広島町、
⼤崎上島町、世羅町、神⽯⾼原町

【計画の主な⽬標】
・ ⼟づくり、化学肥料・化学農薬の使⽤量の２割以上低減に

取り組む農業者数︓330経営体（R９）

【取組のポイント】
・ 局所施肥技術等の導⼊による化学肥料の低減、病害⾍の発⽣
予防を重視したＩＰＭの導⼊による化学農薬の低減等の推進

・ 県ホームページ等を通じた情報提供や地産地消の取組等により
消費者の認知度向上を推進

【特定区域の設定】
＜神⽯⾼原町神⽯地区＞
⽣産団地の形成や学校給⾷への提供等を通じて有機農業の
拡⼤を地域ぐるみで推進

○ 「広島県環境にやさしい農業推進⽅針」等に基づき、化学肥料・化学農薬の使⽤低減や有機農業の
取組、スマート農業等の新技術の活⽤、県ホームページ等を通じた消費者の認知度向上の取組を推進
するとともに、モデル地区（特定区域）を設定し、地域ぐるみの取組を促進する。
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⽣産者
(連絡先)

品⽬ 販売店・
出荷先 販売時期

○○ レモン 直売
ネット

１⽉〜
８⽉

□□ トマト 道の駅
●●

７⽉〜
11⽉

じんせきこうげんちょうじんせき

県ＨＰで情報提供 フードフェスティバル
（地産地消促進）

取組のイメージ

34



⼭⼝県農林⽔産業環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画の概要

【作成主体】 ⼭⼝県及び県内全19市町
⼭⼝県、下関市、宇部市、⼭⼝市、萩市、防府市、下松市、
岩国市、光市、⻑⾨市、柳井市、美祢市、周南市、
⼭陽⼩野⽥市、周防⼤島町、和⽊町、上関町、⽥布施町、
平⽣町、阿武町

【計画の主な⽬標】
・有機農業取組⾯積︓200ha（R12）
・家畜排せつ物のうち農業利⽤仕向量︓428千t （R12）

【取組のポイント】
・ 良質な堆肥の流通の円滑化やスマート農業技術の活⽤により、

特別栽培や有機農業を推進
・ 省エネ設備の導⼊や環境制御システムの普及拡⼤により、温室

効果ガスの排出量の削減を推進
・ PRイベントを通じた情報発信等により、「エコやまぐち農産物」等

に対する消費者の理解促進や販路拡⼤を推進

○環境と調和した農林漁業の実現を⽬指し、堆肥の流通の円滑化やスマート農業技術の活⽤により
特別栽培や有機農業を推進するとともに、PRイベントを通じた情報発信等により「エコやまぐち農産物」等
の消費者の理解促進や販路拡⼤を図る。

消費者の⽣産現場⾒学良質な堆肥の製造

除草機械による⽔⽥除草 環境制御システムの活⽤
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徳島県みどりの⾷料システム戦略基本計画の概要
Basic Plan for " MeaDRI " in Tokushima

【作成主体】 徳島県及び県内全24市町村

○ 持続可能な農林⽔産業の実現を⽬指し、GX・DXによる「みどりのイノベーション」及び「エシカル消費」、
特定区域の設定等を通じて「みどり戦略実践産地」の創出を図る。

【特定区域】
＜徳島市川内町＞

微⽣物資材の活⽤や、ドローンを活⽤した農薬の局所施⽤により、
れんこん栽培における化学肥料・農薬の使⽤を低減

＜⼩松島市⽥浦町、櫛渕町、⽴江町、坂野町、和⽥島町＞
研修会の実施や学校給⾷への活⽤により⽔稲の有機農業の団地

化を促進
＜阿南市那賀川町、⽻ノ浦町＞

有機栽培マニュアル等を作成し、⽔稲を中⼼とする有機農業の団地
化を促進

【計画の主な⽬標】
・化学農薬使⽤量（ﾘｽｸ換算値）の低減 ︓10％低減（R12）
・化学肥料使⽤量の低減 ︓20％低減（R12）
・有機農業の⾯積拡⼤(耕地⾯積に占める割合)︓1.5％（R12）
【取組のポイント】
・ 資材調達、⽣産、加⼯・流通、消費の各過程で環境負荷

の低減を図り、「徳島県版みどりの循環」の確⽴を図る
・ DX等を活⽤した省⼒化技術・環境負荷低減技術の確⽴と

普及により「みどりのイノベーション」の実現を推進
・ 「消費者庁新未来創造戦略本部」と連携し、エシカル消費

等の消費者理解を促進

＜阿波市市場町、阿波町＞
有機農業の経営規模拡⼤や「阿波市のいいものブランド」の創

出等のブランディングにより有機農業の団地化を促進
＜海陽町野江地区、⾼園地区＞

複合耐病性品種の導⼊や先端技術の活⽤等による化学農薬
の使⽤低減を図り、きゅうりの次世代栽培技術を確⽴・普及

持続可能な農林⽔産業の実現に向けた本県独⾃の施策

徳島県版みどりの循環

【調 達】
脱炭素化・環境負荷低減の

推進に向けた「資材調達」の
促進

【⽣ 産】
⾼い⽣産性と両⽴する

「持続的⽣産体制」への転換

【加⼯・流通】
環境に配慮した「加⼯・流通

システム」の促進

【消 費】
環境配慮型の⽣産を

⽀える「消費」の拡⼤

●エシカル農産物の販売コーナー

エシカル農業（「有機農業」「特
別栽培」「エコファーマー」「Ｇ
ＡＰ」に代表される持続性の⾼い
農業）を⽀える消費の展開に向け
た販売コーナーの設置⾵景。
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⾹川県みどりの⾷料システム基本計画の概要

【作成主体】 ⾹川県及び県内全１７市町

○ ⼟づくりの推進や化学肥料・化学農薬の使⽤低減、温室効果ガスの排出量の削減に取り組むととも
に、消費者や流通・販売事業者が⼀体となって有機農産物等の理解促進・需要拡⼤を図ることにより、
環境にやさしい農業の取組⾯積の拡⼤に努め、環境と調和した農林漁業の実現を図る。

【取組のポイント】
・ ⼟壌診断に基づく有機質資材の施⽤による⼟づくり、物理的防

除技術等の実証・普及による化学肥料・化学農薬の使⽤低減
を図る取組みを促進

・ 県が開発した環境制御システム「さぬきファーマーズステーション」
の導⼊・活⽤などによる温室効果ガスの排出量削減に資する取
組みを促進

・ 「環境にやさしい農業」や有機農産物等について、消費者をはじ
め、流通・販売事業者に対してセミナー等を開催し理解促進を
図るとともに、学校給⾷等への利⽤を促進

【計画の⽬標】
・ 環境にやさしい農業の取組⾯積︓130ha（R7）

〔環境保全型農業直接⽀払交付⾦の対象⾯積︓
有機農業、化学農薬及び化学肥料を5割以上低減〕

・ 精密な⼟壌測定診断件数（累計）︓6,500件（R3〜R7）

取組のイメージ

耕畜連携による⼟づくり 紫外光照射による病害の抑制

環境データをモニタリングし、制御する
「さぬきファーマーズステーション」 環境にやさしい農業推進セミナー
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愛媛県みどりの⾷料システム基本計画の概要

【作成主体】 愛媛県及び県内全20市町
愛媛県、松⼭市、今治市、宇和島市、⼋幡浜市、新居浜市、
⻄条市、⼤洲市、伊予市、四国中央市、⻄予市、東温市、
上島町、 久万⾼原町、 松前町、 砥部町、 内⼦町、
伊⽅町、 松野町、 ⻤北町、愛南町

【計画の主な⽬標】
・ 有機農業取組⾯積︓670ha（R７）
・ エコえひめ取組⾯積︓890ha（R７）
・ 環境直接⽀払交付⾦取組⾯積︓245ha（R７）

【取組のポイント】
・ 光・天敵・有⽤微⽣物の利⽤技術や、県内の有機質資源

の活⽤等の実証・普及により、環境と調和のとれた持続可能
な農業を推進

・ 情報発信・イベント・マッチング等により、消費者や流通・販売
事業者等の理解醸成と農産物の消費拡⼤を促進

・ モデル事例の横展開により有機農業の⾯的拡⼤を促進

○ エコえひめ認証制度等を活⽤した農林漁業の環境負荷低減事業活動の取組拡⼤を図るとともに、
地域の特⾊を活かした有機農業の産地づくりを推進し、モデル事例の横展開による環境と調和のとれた
持続可能な農業の⾯的拡⼤を図る。

取組のイメージ

・有機農業栽培の体系化
・有機農業の指導者育成
・化学合成農薬・化学肥
料技術の実証・普及

・直売所等販売促進
・学校給⾷利⽤促進
・消費者等との交流・消費
拡⼤

⾏政、⽣産者、農業・流通関係団体、消費者、⼤学、⺠間等との連携

・マッチング⽀援等による
販売促進

・HP・パンフレット等を活
⽤した情報発信による
関係者の理解促進

⼟着天敵利⽤

マッチング商談会

光利用

・エコえひめ認証制度等を活⽤
した環境負荷低減事業活動
の取組
拡⼤

・地域有機質資材活⽤推進
・⼟壌診断に基づく施肥推進

消費者等と連携した
理解促進・消費拡⼤

イベントによる農産物PR

⽣産

流通・販売消費

有機農業の
先進事例のモデル化

（オーガニックビレッジ）

⼤会開催等による
関係者の連携強化
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農林漁業における環境負荷低減事業活動の促進に関する⾼知県基本計画の概要

【作成主体】 ⾼知県及び県内全34市町村
⾼知県、⾼知市、室⼾市、安芸市、南国市、⼟佐市、須崎市、
宿⽑市、 ⼟佐清⽔市、四万⼗市、⾹南市、⾹美市、東洋町、
奈半利町、 ⽥野町、 安⽥町、 北川村、⾺路村、芸⻄村、本⼭
町 、⼤豊町、 ⼟佐町、⼤川村、 いの町、仁淀川町、中⼟佐町、
佐川町、越知町、梼原町、⽇⾼村、津野町、四万⼗町、⼤⽉町、
三原村、 ⿊潮町

○ 全国有数の施設園芸産地において、IoPデータの活⽤やIPM技術の普及拡⼤に取り組むとともに、
スマート農林漁業技術の導⼊加速化や有機農業の拡⼤等を通じて、温室効果ガスの排出量の削減、
化学農薬の使⽤量の低減等を図る。

天敵を利⽤したIPM技術の
普及

ヒートポンプの導⼊等による
省エネ対策

データ連携基盤IoPクラウド(SAWACHI)

【取組のポイント】
・ データ連携基盤IoPクラウド(SAWACHI)を活⽤したデータ駆動

型農業の推進による省エネ栽培技術の普及
・ 施設栽培での保温対策や効率的な加温⽅法による省エネ対

策の普及
・ 天敵等を利⽤したIPM技術の普及

【計画の主な⽬標】
・ 園芸⽤A重油使⽤量︓R2年⽐約31％削減（R12）
・ IPM技術による防除⾯積率︓R2年⽐約2.3倍に拡⼤（R11）
・ 有機農業の取組⾯積︓408ha（R2年⽐約2.7倍）に拡⼤（R12）
等
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福岡県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画の概要

【作成主体】 福岡県及び県内全60市町村

【計画の主な⽬標】
• ワンヘルスの実践に取り組む経営体数※︓6,000経営体

※ワンヘルスの理念に沿った⽣態系の保全、温暖化の防⽌や環境負荷の低減等の取組のうち、
２つ以上の事項を実践して、環境に配慮した農林⽔産業に取り組む経営体数

【取組のポイント】
• ⼟壌診断に基づく過剰施肥の防⽌や局所施肥技術の導⼊、IPMの

実践等により、化学肥料・化学合成農薬の使⽤低減を推進
• 有機農業の取組⽀援や需要喚起により有機農業の⽣産組織の

育成を推進
• 省エネ施設・機械の導⼊や環境制御システムの活⽤により、収益性を

確保しながら温室効果ガスの排出量を削減
• ワンヘルスの認証ロゴマークの活⽤やふくおか地産地消応援の店での

利⽤促進等により、環境負荷低減事業活動により⽣産された農林⽔
産物に対する消費者の理解促進や需要喚起

○ワンヘルス※の理念に沿った化学肥料・化学合成農薬の使⽤削減や温室効果ガスの排出量削減等の
環境負荷低減の取組を推進するとともに、「ふくおか地産地消応援の店」等での利⽤促進等を通じて
消費者の理解促進、需要喚起を図る。
※⼈と動物の健康と、環境の健全性は、⽣態系の中で相互に密接につながり、強く影響し合う⼀つのもので、これらの健全な状態を⼀体的に守っていくという考え⽅

ワンヘルスの
認証ロゴマーク

ふくおか地産地消応援
の店のステッカー

IPMの推進

露地なすにおける⼟着天敵の利⽤（イメージ）
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佐賀県みどりの⾷料システム推進基本計画の概要

【作成主体】 佐賀県及び県内全20市町
佐賀県、佐賀市、唐津市、⿃栖市、多久市、伊万⾥市、武雄市、
⿅島市、⼩城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ⾥町、基⼭町、上峰町、
みやき町、⽞海町、有⽥町、⼤町町、江北町、⽩⽯町、太良町

【計画の⽬標】
・ 環境保全型農業直接⽀払交付⾦の取組⾯積︓600ha（R8）
・ 有機農業の取組⾯積︓230ha（R8）
・ 良質堆肥の流通量︓60,000ｔ（R8）
・ 稲わら・⻨わらの有効利⽤率︓91.3％（R8）

【取組のポイント】
・ 耕畜連携等による⼟づくりと化学肥料・化学合成農薬の使⽤削減の
取組や有機農業の取組を推進

・ ドローンなどの先進機器の活⽤や廃熱・廃CO₂の回収利⽤等による
温室効果ガス排出削減の取組を推進

・ WEBを活⽤した情報発信やオーガニックビレッジの推進等、環境負荷
低減事業活動により⽣産された農林⽔産物の消費拡⼤を図る

○有機農業や耕畜連携の取組、新技術を活⽤した温室効果ガスの排出量削減の取組等の環境負荷
低減事業活動の推進により、環境と調和した農林⽔産業の実現を⽬指す。

堆肥の施⽤ ドローンによる農薬散布 41



⻑崎県みどりの⾷料システム戦略ビジョンの概要

【作成主体】 ⻑崎県及び県内全21市町
⻑崎県、⻑崎市、佐世保市、島原市、諫早市、⼤村市、平⼾市、
松浦市、対⾺市、壱岐市、五島市、⻄海市、雲仙市、南島原市、
⻑与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐⾒町、⼩値賀町、
佐々町、新上五島町

【計画の主な⽬標】
・ 特別栽培⾯積︓5,625ha（R12）
・ 有機栽培⾯積︓664ha（R12）

10,500ha（R32 耕地⾯積の25%）

【取組のポイント】
• 県段階と地域段階で、県、市町、関係団体で構成する協議会

を組織し、産地計画と連携した施策の推進や進⾏管理を実施
• 各地域・品⽬における個別技術の実証・普及から、

体系化した特別栽培・有機栽培へとステップアップを推進
• 県の主要産業である観光産業との連携や、流通・販売事業者と

のマッチング、加⼯品の開発、学校給⾷への利⽤などを通じて、
有機農産物等の販路拡⼤を推進

○ 県、市町、関係団体で構成する協議会の下、グリーンな栽培体系への転換の推進等を通じて、
減化学肥料・減化学農薬などの環境保全型農業の取組の裾野を拡⼤するとともに、
オーガニックビレッジ等の地域を中⼼に有機農産物等の販路拡⼤を図る。

計画の推進体制

病⾍害に強いバレイショ品種
「アイマサリ」を利⽤した

グリーンな栽培体系の実証
オーガニックビレッジを中⼼に

有機農産物等の販路を拡⼤

長崎県みどり戦略
推進協議会

・県基本計画協議、進捗管理
・地域段階での取組への指導・助言
・情報提供、指導者育成 等

※振興局【事務局】、市町、
関係団体等

実務者会・PT

・産地計画と連携した地域段階取組
（有機産地、グリーンな栽培体系転換

等）の進捗管理等

PT
(有機産地、グリーンな栽培体
系転換等の取組単位で組織)

地域みどり戦略
推進協議会

※県【事務局】、関係団体等

県
段
階

地
域
段
階

取組のイメージ
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熊本県みどりの⾷料システム基本計画の概要

【作成主体】 熊本県及び県内全45市町村
熊本県、熊本市、宇⼟市、宇城市、美⾥町、荒尾市、⽟名市、⽟東町、和⽔町、南関町、
⻑洲町、⼭⿅市、菊池市、合志市、⼤津町、菊陽町、阿蘇市、南⼩国町、⼩国町、
産⼭村、⾼森町、南阿蘇村、⻄原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、⼭都町、
⼋代市、氷川町、⽔俣市、芦北町、津奈⽊町、⼈吉市、錦町、あさぎり町、多良⽊町、
湯前町、⽔上村、相良村、五⽊村、⼭江村、球磨村、天草市、上天草市、苓北町

【計画の主な⽬標】
・化学肥料の削減割合︓20％（R6）
・化学農薬の削減割合︓20％（R6）
・園芸施設の加温⾯積における燃油使⽤削減に取り組む⾯積割合

︓90%（R6）

【取組のポイント】
• 学識経験者、流通業者、農林⽔産団体等で構成する協議会を⽴ち

上げ、関係機関との連携を強化
• 「くまもとグリーン農業」の取組拡⼤・⾼度化を推進するため、実証展⽰

を活⽤し新たな取組や新技術の導⼊、普及・定着を図る
• 農林⽔産業全体で温室効果ガスの削減と吸収促進の取組を推進
• 環境に配慮した取組に対し消費者の理解・協⼒が得られるよう、環境

にやさしい農林⽔産物の購⼊機会拡⼤を推進

○ ⼟づくり、化学肥料・農薬低減の取組である「くまもとグリーン農業」の推進や、全国⼀の⾯積を誇る施
設園芸を始めとする農林⽔産業の「CO2ゼロエミッション化」を取組の柱に位置付け、環境にやさしい農
林⽔産業と稼げる農林⽔産業の両⽴に向けた取組を推進。

くまもとグリーン農業のイメージ
有機農産物

（有機JAS）

有作くん100※2

有作くん※1

特別栽培農産物

エコファーマー

環境に優しい農業

取
組
⾼
度
化

取 組 拡 ⼤

関係機関との連携

※１︓化学肥料及び化学合成農薬を慣⾏の栽培より50％以上減らし、県の認証を受けた農産物
※２︓有作くんの認証を受けた農産物のうち化学肥料、化学合成農薬とも栽培期間中不使⽤の農産物

県

農業
団体

有識者

みどりの農林水産業推進協議会

林業
団体 水産

団体

市町村

畜産
団体

流通
関係

プロジェクトチーム
環境にやさしい
農業推進団体

機械メーカー
関係
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⼤分県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画の概要

【作成主体】 ⼤分県及び県内全18市町村
⼤分県、⼤分市、別府市、中津市、⽇⽥市、佐伯市、⾅杵市、
津久⾒市、⽵⽥市、豊後⾼⽥市、杵築市、宇佐市、豊後⼤野市、
由布市、国東市、姫島村、⽇出町、九重町、玖珠町

【計画の主な⽬標】
・ 有機農業の取組⾯積︓868ha（R8）
・ 有機JAS認証ほ場⾯積︓420ha（R8）

【取組のポイント】
• 天敵や⽣物農薬の利⽤、抵抗性品種の導⼊など、化学農薬の

使⽤低減に資するＩＰＭ技術や、堆肥など有機質資材の活⽤
による地域循環型農業の普及を促進

• ヒートポンプの導⼊等による施設園芸における温室効果ガス排出
削減の取組を推進

• 「国東半島宇佐地域世界農業遺産地域ブランド認証制度」など
を活⽤し、環境に配慮して⽣産された農林⽔産物等のブランド
化、認知度向上を推進

取組のイメージ

オーガニックイベントによる
有機農産物のPR活動

⼟づくり、減化学農薬、
減化学肥料栽培の取組

• IPM技術の普及拡⼤
• 堆肥等の地域産有機
質肥料活⽤の推進
（耕畜連携）

温室効果ガス排出削減
• ヒートポンプ等の省エ
ネ機器設備の導⼊
（農･林･漁業共通）

• 畜産における飼料改善

基盤確⽴事業
• スマート農業技術の
開発・普及

• 地域資源を⽤いた肥
料開発等による地域
循環型農業の推進

流通･消費の促進
• 有機農産物の消費者向け

PR（イベント･学校給⾷
等）

• 環境に配慮して⽣産され
た農林⽔産物の地域ブラ
ンド化（特別栽培等）

地方公共団体、
農林漁業者、

食品産業事業者、
地域関係者との連携

○ 化学肥料・化学農薬の使⽤低減や、耕畜連携による地域産堆肥等の有機質資材を活⽤した地域
循環型農業の推進を図るとともに、地域の環境に配慮して⽣産された農林⽔産物等の地域ブランド化
による認知度向上と消費拡⼤を図る。

⼟着天敵温存植物の定植
（ソルゴー、オクラ、バジル等） 44



宮崎県農林⽔産業における環境負荷低減事業活動促進に関する基本計画の概要

【作成主体】 宮崎県及び県内全26市町村

【計画の主な⽬標】
・ 有機JAS認証⾯積（農業）︓523ha（R7）
・ 畜産バイオマス発電施設数（農業)︓７施設（R7）
・ 省エネ機器を導⼊する経営体（⽔産業）︓60件（R7）
・ 有機JAS、GAP認証件数（林業)︓10件（R7）

【取組のポイント】
・ 園芸ハウス栽培における畜産バイオマスエネルギーの活⽤等により温室効果ガス
の排出量を削減

・ 宮崎⽅式ICMの普及や堆肥の⾼品質化・広域流通システムの構築により、
化学肥料や化学農薬の低減、有機農業の取組を推進

・ 県の試験場や⺠間企業等と連携し、サツマイモ基腐病抵抗性品種の普及や
⼟壌病害⾍抵抗性ピーマン品種の開発を推進

・ 試験販売や学校給⾷への利⽤、PRイベント等を通じ、環境負荷低減事業
活動により⽣産された農林⽔産物の消費者理解の増進や販路の拡⼤

○ 耕畜連携の強化による温室効果ガスの排出削減の取組や、宮崎⽅式ICM※の実施や堆肥の広域流
通システムの構築による有機農業等の取組を推進するとともに、PRイベント等を通じた消費者理解の増
進や販路拡⼤を図り、環境と調和した農林⽔産業の実現を⽬指す。
※⼟づくりや適正施肥等を基本に、⽣物農薬や防除資材等を活⽤して、適正かつ低コストな防除を⾏うことで、収量と品質の向上を図る総合的な作物管理

鶏糞発電施設

環境に優しい農業の展開

イベントでのPR 45



⿅児島県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画の概要

【作成主体】 ⿅児島県及び県内全43市町村

【計画の主な⽬標】
・ 化学農薬の使⽤量（R12）︓31kg/ha（10％削減）
・ 化学肥料の使⽤量（R12）︓218kg/ha（20％削減）
・ 有機農業取組⾯積（R13）︓2,000ha

【取組のポイント】
・ 地域資源である家畜排せつ物や焼酎かす、サトウキビのバガス等を原料
とした有機質肥料の活⽤促進、IPM技術の普及などを図り、化学農薬・
化学肥料の使⽤量を低減

・ 有機農産物等の販売機会の多様化や、消費者の理解と関⼼を増進
するための普及啓発に取り組み、有機農産物の地域内外流通を拡⼤

【特定区域（モデル地区）の設定】
＜南種⼦町（町内６地区）＞

安納いもやさとうきびなど種⼦島の地域特産品の有機栽培を推進する
とともに、有機農産物の学校給⾷での提供や地域内外への流通の促進
により地域ぐるみで有機農業の産地を形成

○堆肥など地域資源の活⽤やIPM技術の普及等を通じた環境負荷低減の取組の推進、有機農産物の
地域内外への販売機会の多様化や消費者理解の増進を図るとともに、特定区域（モデル地区）を設
定し、地域ぐるみの有機農業の取組を促進する。

消費者との交流
（南種⼦町）

有機農産物の
販売促進活動

み な み た ね

堆肥の施⽤ 堆肥⼊り低コスト肥料の開発
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沖縄県みどりの⾷料システム基本計画の概要

【作成主体】 沖縄県及び県内全41市町村
沖縄県、那覇市、宜野湾市、⽯垣市、浦添市、名護市、⽷満市、
沖縄市、豊⾒城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、
⼤宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、
⾦武町、伊江村、読⾕村、嘉⼿納町、北⾕町、北中城村、
中城村、⻄原町、与那原町、南⾵原町、渡嘉敷村、座間味村、
粟国村、渡名喜村、南⼤東村、北⼤東村、伊平屋村、伊是名村、
久⽶島町、⼋重瀬町、多良間村、⽵富町、与那国町

【計画の主な⽬標】
・ 環境保全型農業の実践数(累計)︓2,652件 (R13)
・ 総合的病害⾍防除技術実践者数(累計)︓217⼾ (R13)

【取組のポイント】
・ 耕種・畜産・⽔産・⾷品部⾨等の連携により、家畜排せつ物や砂

糖⽣産の副産物、⽔産物加⼯残さ等を活⽤した堆肥化を推進し、
広域連携型の資源循環システムを強化。

・ おきなわブランドの形成に向け、環境負荷低減事業活動により⽣
産された農林⽔産物等の加⼯施設整備⽀援や販路開拓等を推進。

○ 亜熱帯に位置し、多数の離島が存在する本県の⾃然的・地理的特性を踏まえつつ、県や市町村等が
連携して、本県の基幹作⽬である畜産と耕種の連携強化を基軸とした資源循環型農業の促進等の環
境負荷低減の取組を推進する。

天敵を活⽤した防除 堆肥の活⽤

取組のイメージ

圧搾液

発電機
サトウキビ、牧草、
野菜、花畑等へ無
料散布

売電 堆肥販売

堆
肥
セ
ン
タ
ổ

で
堆
肥
化

圧搾

メタン発酵槽

⾷品残さ
など

家畜
排せつ物

圧搾かす

バイオガス
バイオ液肥

家畜排せつ物や⾷品残さを有効利⽤した資源循環システム
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奈良県 天理市 放棄茶畑を活⽤した有機茶の
産地形成

宇陀市 担い⼿の育成・確保、⽣産⼒向
上による有機農業の団地化

広島県 神⽯⾼原町 ⼟づくりマニュアルの作成等に
よる有機農業の団地化

徳島県 徳島市 農薬の局所施⽤によるレンコン
栽培の化学農薬使⽤低減の推進

⼩松島市 学校給⾷への利⽤推進等による
⽔稲の有機農業の団地化

阿南市 地域の関係機関が⼀体となって
⽔稲の有機農業の団地化

阿波市 野菜、⽔稲の有機農業の団地化
・ブランド化

海陽町 化学農薬使⽤低減に向けた
きゅうりの次世代栽培技術の確⽴

⿅児島県 南種⼦町 ノウハウの共有等による地域特産
品の有機農業の産地形成

宮城県 ⼭元町 ICT等の活⽤によるいちご栽培の
スマート施設園芸団地の形成

美⾥町 有機農業のゾーニングによる有機
農業の団地化

涌⾕町 技術の継承による有機農業の
産地形成

⼭形県 ⻄川町 ⽊質バイオマス発電由来の廃熱、
廃CO2の施設園芸への活⽤

川⻄町 担い⼿の確保や技術向上による
有機農業の団地化

茨城県 ⽯岡市 地域の担い⼿育成による有機
農業の団地化

常陸⼤宮市 技術の向上等による有機野菜
及び有機⽶の⽣産団地の形成

千葉県 千葉市 ICTを活⽤したイチゴ⽣産のSDGs型
施設園芸の産地育成

富⼭県 南砺市 ⽔稲の栽培技術の共有等による
有機農業の産地形成

福井県 越前市 技術のマニュアル化による⼤規模
有機農業の拡⼤

⻑野県 佐久市 認定基盤確⽴事業と連携した
ペレット堆肥の活⽤による資源
循環型農業の推進

兵庫県 神⼾市 家畜由来堆肥、こうべハーベスト（下
⽔処理で回収されたリンを配合）の
活⽤による有機・特別栽培の推進

豊岡市 「コウノトリ育む農法」無農薬タイプ
の⽣産拡⼤

養⽗市 新規就農者の確保、技術伝承に
よる有機農業の⾯的拡⼤

特定区域（モデル地区）の設定状況
・ 全国12県23市町で特定区域が設定され、みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦等を活⽤しながら地域ぐるみの取組を推進

★ 有機農業団地化
★ 地域資源の活⽤による

温室効果ガスの排出量削減
★ 先端技術の活⽤

48



農林⽔産省⼤⾂官房みどりの⾷料システム戦略グループ
代表：03-3502-8111（内線4850）
ダイヤルイン：03-6744-7186
ＨＰ：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

お問い合わせ先
みどりの⾷料システム戦略

トップページ

みどりの⾷料システム法
トップページ

みどりの⾷料システム法
基本計画ページ


